
 

令和 ５年 ６月 ３０日 

 

株式会社本間組 一般事業主行動計画 

（女性活躍推進法） 

 

 

女性社員（特に女性技術者）を増やし、女性が活躍できる職場環境の整備を行なうため、次の

ように行動計画を策定する。 

 
 

１．計 画 期 間    令和５年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 

 
 
 ２．当 社 の 課 題 
   （１）社員に占める女性の割合が少なく、勤続年数も男性より短い 
   （２）技術系社員について、女性社員の割合が少ない 

 
 

３．目標と取組内容 

 
目標１ ： 採用する技術職社員に占める女性の割合を２５％以上とする 

 
   ＜取組内容＞ 
    令和５年４月～ 

・会社案内等において社内で活躍する女性を紹介する 
・学校と連携し、技術系の女子学生に対して働きかけを行なう 
・インターンシップ等の実施により業務内容を理解してもらう 

        ※上記の取組内容については年度毎に随時見直しを行なう 

 
目標２ ： 女性社員の平均継続勤務年数を男性社員の８０％以上とする 

 
   ＜取組内容＞ 
    令和５年４月～ 

・働き方改革を推進し、これまで以上に女性社員が継続して働き続けることが 
できるように環境づくりを進める 
※上記の取組内容については年度毎に随時見直しを行う 

 

 

 

 

 



 

社員に占める女性の割合 

 

 

２０２３年３月現在            １１．７％ 

 

 

採用する技術職社員に占める女性の割合 

 

 

２０２３年度採用    ２０．０％ 

 

 

平均継続勤務年数 

 

 

男性に対する女性の割合          ７４．６％ 

    （平均継続勤務年数  男性：２３．５年、女性：１７．６年） 

 

 

   男女の賃金の差異 

 

 

    男性の賃金に対する女性賃金の割合 

 
賃金差異（％） 

全労働者 ５１．４％ 

正社員 

全体 ５９．１％ 

総合職 ６０．３％ 

一般職 １１５．１％ 

パート・有期社員 ４３．４％ 

 

対象期間・・・２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日 

賃  金・・・各種手当含む総支給額 

総 合 職・・・非定型的･管理的又は専門的な業務や指導育成を担当する者 

（再雇用者含む） 

一 般 職・・・限定した勤務地で定型的業務を遂行する者 

 

 

以 上 


